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１ はじめに 

（１）これまでの本県の取組 

  鳥取県では、平成１２年度（平成１１年度決算）から、分かりやすい形で県民の皆様に本

県の財務状況を情報提供する方法として、旧自治省が公表した作成要領を参考に、バランス

シート及び行政コスト計算書の作成・公表を始めました。 

  平成２１年度からは、「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」（平成

１８年８月３１日付総務事務次官通知）における『地方公会計改革』を踏まえ、「新地方公会

計制度研究会報告書」（平成１８年５月）において提示された『基準モデル』及び『総務省方

式改訂モデル』のうち、地方財政状況調査表（決算統計）を用いて作成する、従前の改訂版

である「総務省方式改訂モデル」を採用し、純資産変動計算書及び資金収支計算書を加えた

財務諸表（財務書類４表）を作成してきました。 

 

（２）統一的な基準への移行 

総務省方式改訂モデルは、決算統計上の建設事業費から資産の額を推計する方式のため、

精度が不十分であることや、他の方式を採用している地方公共団体もあり、団体間での比較

ができない等の課題が指摘されてきました。 

このような課題を踏まえ、国（総務大臣）が、全ての地方公共団体に対して、企業会計で

採用されている複式簿記・発生主義の導入や固定資産台帳の整備を前提とした『統一的な基

準』による財務書類等の整備を要請しました。これを受け、統一的な基準による地方公会計

制度に則した財務諸表及びその内訳資料である附属明細書を作成しました。 

  これらの財務諸表により、県民の皆様に鳥取県の財務状況が今どのような状況にあるのか

御理解いただくとともに、常に財務状況の確認を行いながら、次世代に向けた投資と財政健

全化のバランスのとれた財政運営に取り組んでまいります。 

 

２ 統一的な基準の概要 

（１）統一的な基準のポイント 

ア 複式簿記・発生主義の導入 

  （ア）複式簿記 

 １つの取引につき２つの側面（例：現金の収入・支出という側面＋資産・負債という

側面）から記帳する帳簿方式。これにより、資産等のストック情報を明確に示すことが

可能となる。 

⇔１つの取引に対して現金の収入・支出という１面のみを捉えて記帳する帳簿方式（単

式簿記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

例えば、 
①1,000 万円を借りて、②600 万円の⾃動⾞を購入した場合 
 
【単式簿記】                【複式簿記】 

収入 支出  借方 貸方 
①借入⾦ 1,000 ②⾃動⾞代⾦ 600  ①現⾦  1,000 ①借入⾦ 1,000 
   ②⾃動⾞  600 ②現⾦   600 
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  （イ）発生主義 

 収入・支出のほか、経済的事象の発生又は変化のあった時点で収益・費用の額を記帳。

これにより、１年間の正確な資産・負債を把握することが可能となる。 

 ⇔現金の収入・支出が実行された時点で収入・支出の額を記帳（現金主義） 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 固定資産台帳の整備 

県が所有する固定資産（土地、建物、工作物（道路、河川等を含む。）等）について、取

得から処分までの間、取得価額、現在価格、耐用年数の情報を記載し、資産の価値の把握

に役立たせるためのもの。 

  （ア）整備方針と評価基準 

 
  （イ）既存の各種台帳と固定資産台帳との相違点 

地方公共団体では、公有財産を管理するための公有財産台帳や道路を管理するための

道路台帳等、各種台帳を備えることが義務付けられており、従前よりそれらの台帳を整

備しています。 

しかし、これらは主に数量面を中心とした財産の運用管理・現状把握を目的としてお

り、「資産価値に係る情報の把握」が前提とされていない点で固定資産台帳と異なります。 

 

 公有資産台帳  各種台帳 

＋ 

【新】固定資産台帳 

管理の主眼 財産の保全、維持、使用、
収益等を通じた現物管理 － 会計と連動した

現物管理 
対象資産の
範囲 建物・土地・備品等が中心 道路、河川等 全ての固定資産 

資本的支出
と修繕費 明確な区分なし － 区分あり 

付随費用 含めない － 含める 
⾦額情報・
減価償却 原則なし － あり 

昭和59年度以前
取得分

昭和60年度以降
取得分

再調達原価 取得原価[再調達原価] 取得原価

道路、河川及び⽔路の敷地 備忘価格１円 取得原価[再調達原価] 取得原価

取得原価 取得原価[再調達原価] 取得原価

※償却資産の昭和５９年度以前取得分について、事業用資産は取得原価、インフラ資産は再調達原価で評価。
 [ ]内は取得原価が不明な場合。

統一的な基準開始時

 非償却資産

 償却資産

開始後

例えば、 
①100 万円の⾃動⾞を３月 31 日に受領し、②翌年度４月１日に支払いを⾏った場合 
 
【現⾦主義】              【発生主義】 

借方 貸方  借方 貸方 
４月１日 
 ②⾃動⾞ 100 

４月１日 
②現⾦  100 

 ３月 31 日 
①⾃動⾞ 100 

３月 31 日 
①未払⾦ 100 

   ４月１日 
②未払⾦ 100 

４月１日 
②現⾦  100 
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ウ 比較可能性の確保 

従来は、鳥取県が採用していた「総務省方式改訂モデル」の他に、「基準モデル」や、東

京都独自方式等が混在していたため、団体間の比較が困難でした。基準の統一化によって、

団体間での比較が可能となりました。 

 

（２）総務省方式改訂モデルと統一的な基準の比較 

従来の総務省方式改訂モデルは、主に決算統計数値を活用するものであり、それぞれの取

引情報個別に仕訳を行っていませんでした。また、固定資産についても、個別の資産を評価

したものを貸借対照表計上額とせず、決算統計数値から資産額や減価償却累計額を算出して

貸借対照表計上額としており、精度が不十分であるという課題がありました。 

統一的な基準では、複式簿記に基づく発生主義会計の考え方のもと、それぞれの取引情報

に対して仕訳を行うことや、県が所有する固定資産を個別に評価した固定資産台帳に基づい

て財務書類を作成することにより、更に正確性を増すことができます。このため、県民の皆

様や議会等に対し、より正確な財務書類を開示することができます。 

 

３ 財務諸表の作成方法 

（１）対象年度 

令和２年度（令和２年４月１日～令和３年３月３１日） 

※ただし、出納整理期間（令和３年４月１日～令和３年５月３１日）に行われた会計処理

も含みます。 

 

（２）対象範囲 

・本県では、財務書類を「一般会計等」に加え、「全体」及び「連結」ベースでも作成してい

ます。 

・「一般会計等」とは、決算統計等において用いられる「普通会計」とほぼ同様の範囲ですが、

いわゆる想定企業会計（県営農業集落排水事業、団体営農業集落排水事業）及び地方消費

税清算金を控除していません。 

・「全体」とは、一般会計等に公営事業会計を含めたものです。 

・「連結」とは、全体に一部事務組合や第三セクター等の県出資法人を含めたものです。 

・各会計・団体間の未収・未払金、出資金、貸付金等の内部取引は相殺消去しています。 
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連 結 

一般会計 

用品調達等集中管理事業特別会計、収入証紙特別会計、公債管理特別会計、給与

集中管理特別会計、母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計、中小企業近代化資

金助成事業特別会計、沿岸漁業改善資金助成事業特別会計、県営林事業特別会

計、林業・木材産業改善資金助成事業特別会計、就農支援資金貸付事業特別会

計、県立学校農業実習特別会計、育英奨学事業特別会計 

特別会計 

【法 適 用 企 業】 電気事業会計、工業用水道事業会計、埋立事業会計、病院事

業会計、天神川流域下水道事業会計 

【法非適用企業】 県営境港水産施設事業特別会計、港湾整備事業特別会計 

【公営企業以外】 国民健康保険運営事業特別会計 

公営事業 

会計 

 

【一部事務組合】境港管理組合 

【地方独立行政法人】（地独）鳥取県産業技術センター、（公大）公立鳥取環境大学 

【地方三公社】鳥取県住宅供給公社、鳥取県土地開発公社 

【第三セクター等】 

（公財）とっとり県民活動活性化センター、智頭急行（株）、（公財）鳥取県文化振興財団、（公財）鳥

取童謡・おもちゃ館、（公財）鳥取県スポーツ協会、（一財）鳥取県観光事業団、（公財）とっとりコ

ンベンションビューロー、（公財）鳥取県国際交流財団、（一財）因幡街道ふるさと振興財団、（公

財）鳥取県臓器・アイバンク、（公財）鳥取県天神川流域下水道公社、（公財）中海水鳥国際交流基金

財団、（公財）鳥取県環境管理事業センター、（公財）鳥取県食鳥肉衛生協会、（公財）鳥取県生活衛

生営業指導センター、（公財）鳥取県産業振興機構、（公財）ふるさと鳥取県定住機構、（公財）鳥取

県農業農村担い手育成機構、（一財）鳥取県野菜価格安定基金協会、（一社）鳥取県果実生産出荷安

定基金協会、（公財）鳥取県畜産振興協会、（公社）鳥取県畜産推進機構、（公財）鳥取県造林公社、

（公財）鳥取県林業担い手育成財団、（公財）鳥取県栽培漁業協会、（公財）鳥取県魚の豊かな川づく

り基金、（公財）鳥取県暴力追放センター、（公財）鳥取県教育文化財団 

第三セクター等 

全 体 

一般会計等 
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【各財務諸表の相関関係】 
 

４ 財務諸表 

財務諸表は、「貸借対照表」、「行政コスト計算書」、「純資産変動計算書」、「資金収支計算書」

の４表から構成されます。 

実際に、令和２年度決算における鳥取県の財務状況を当てはめると、下図のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資産 負債
8,885億円 7,243億円 費用 収益

 うち現⾦預⾦ 3,208億円 110億円
151億円 純資産

1,642億円

支出 収入
4,113億円 4,206億円

93億円

④ 資⾦収⽀計算書

160億円

 うち純⾏政コスト 
3,098億円

当期末残高
1,642億円

純⾏政コスト
3,098億円

① 貸借対照表 ② ⾏政コスト計算書

③ 純資産変動計算書
前期末残高

1,482億円

当期変動額

収支

＋前年度末資⾦残高 49億円

＋本年度末歳計外現⾦ 9億円
+当該年度収支 93億円

=現⾦預⾦残⾼ 151億円

【ストック情報】 
これまでの⾏政活動によって形成された資産と、 
その財源である県債などの負債の状況を表示します 

【コスト情報】 
県の資産形成とならない⾏政サービスを提供するた
めの費用と受益者負担としての収入額を表示します 

【収⽀情報】 
お⾦の出入りの情報を、性質の異なる３つ
の活動に分けて表示します 

【純資産情報】 
純資産の増減と、その財源を表示します 
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（１）貸借対照表（ＢＳ） 

貸借対照表とは、県が保有する財産（資産）と、その財産をどのような財源（負債・純資

産）で賄ってきたか（賄わなければならないか）を示したものです。 

令和２年度末における鳥取県の資産・負債・純資産は下表のとおりです。 

財産（資産）を 8,885 億円保有しているのに対し、将来負担すべき負債は 7,243 億円あり

ます。資産の内訳をみると、固定資産が 8,550 億円、流動資産が 336 億円となっており、固

定資産では事業用資産が 1,908 億円、道路などのインフラ資産が 5,232 億円、流動資産では

基金 140 億円のほか、現金預金が 151 億円となっています。 

一方、負債の内訳は固定負債が 6,498 億円、流動負債が 745 億円となっており、うち地方

債が 6,349 億円と大半を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

県民１人当たりに換算すると次表のとおりです。 

1,595 千円の資産を所有しており、そのために 295 千円負担してきました。しかし、将来に

向けて、1,300 千円の負担が残っていることになります。 

なお、県民人口は令和３年１月１日時点の住民基本台帳人口を基にしています。 

  

（単位：億円）

Ｒ2 Ｒ2
【資産の部】 【負債の部】

8,550 １　固定負債(D) 6,499
（１）有形固定資産(a) 7,196 （１）地方債 5,761
　　①事業用資産 1,908 　　（うち臨時財政対策債） 2,424
　　②インフラ資産 5,232 （２）長期未払金 1
　　③物品 56 （３）退職手当引当金 681
（２）無形固定資産(b) 5 （４）損失補償等引当金 56
　　①ソフトウェア 5 （５）その他 0
　　②その他 0 ２　流動負債(E) 743
（３）投資その他の資産(c) 1,348 （１）１年内償還予定地方債 588
　　①投資及び出資金 410 　　（うち臨時財政対策債） 309
　　②投資損失引当金 ▲ 113 （２）未払金 0
　　③長期延滞債権 24 （３）賞与等引当金 63

　　④長期貸付金 579 （４）預り金 9

　　⑤基金 460 （５）その他 84

　　⑥徴収不能引当金 ▲ 11 負債合計(F) D+E 7,243

２　流動資産(B) 336 【純資産の部】
（１）現金預金 151 １　固定資産等形成分(G) 8,727
（２）未収金 7 ２　余剰分（不足分）(H) ▲ 7,085
（３）短期貸付金 38
（４）基金 140
（５）その他 0
（６）徴収不能引当金 ▲ 0

純資産合計(I) G+H 1,642

8,885 8,885

※項目毎に四捨五入しているため、合計とは一致しないことがあります。

科目 科目

１　固定資産(A) a+b+c

資産合計(C) A+B 負債及び純資産合計 F+I

【負債の部】 
＝過去の事業から発生した将来世代の負担  
・財産（資産）を取得するために起こした地方債 
・職員の退職手当  など 

【純資産】 
＝資産形成に充てられた返済義務のない財源、過

去からの蓄積資産（過去又は現世代の負担）  
・これまでの世代が負担してきたもの 

（例︓地方税等） 
・地方交付税 
・国庫補助⾦  など 

【資産の部】 
＝県が保有する財産  
・使う資産（例︓道路、学校等） 
・売れる資産（例︓使わなくなった校舎等） 
・回収する資産（例︓貸付⾦等） 
・将来のために積み⽴てている基⾦  など 
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（単位：千円）

Ｒ2 Ｒ2
【資産の部】 【負債の部】

1,535 １　固定負債(D) 1,167
（１）有形固定資産(a) 1,292 （１）地方債 1,034
　　①事業用資産 343 　　（うち臨時財政対策債） 435
　　②インフラ資産 939 （２）長期未払金 0
　　③物品 10 （３）退職手当引当金 122
（２）無形固定資産(b) 1 （４）損失補償等引当金 10
　　①ソフトウェア 1 （５）その他 0
　　②その他 0 ２　流動負債(E) 133
（３）投資その他の資産(c) 242 （１）１年内償還予定地方債 106
　　①投資及び出資金 74 　　（うち臨時財政対策債） 55
　　②投資損失引当金 ▲ 20 （２）未払金 0
　　③長期延滞債権 4 （３）賞与等引当金 11

　　④長期貸付金 104 （４）預り金 2

　　⑤基金 83 （５）その他 15

　　⑥徴収不能引当金 ▲ 2 負債合計(F) D+E 1,300

２　流動資産(B) 60 【純資産の部】
（１）現金預金 27 １　固定資産等形成分(G) 1,567
（２）未収金 1 ２　余剰分（不足分）(H) ▲ 1,272
（３）短期貸付金 7
（４）基金 25
（５）その他 0
（６）徴収不能引当金 ▲ 0

純資産合計(I) G+H 295

1,595 1,595

※項目毎に四捨五入しているため、合計とは一致しないことがあります。

科目 科目

１　固定資産(A) a+b+c

資産合計(C) A+B 負債及び純資産合計 F+I

減価償却費とは 
建物や道路などの資産について、取得時に一時の費用とはせず、その耐用年数にわたって

費用配分したものが、減価償却費です。 
 
⇒建物に例えると・・・ 
 
 取得 

価額 
100 
万円 

 25 万円      
 

 取得 
価額 
100 
万円 

 
75 万円 

 25 万円    
  50 万円  25 万円   
   25 万円  25 万円  

 購入 
使用開始  １年後  ２年後  ３年後  ４年後 ・・・ 新規 

建替 
 
 
 
資産ごとの減価償却費は、施設の⽼朽化度や更新時期など、公共施設マネジメントを進める
上での基礎情報として活用することができます。 

引当⾦とは 
将来発生する可能性が高い費用に備えるために積み⽴てておくお⾦のことで、これは「⾒

えない負債」であることから、貸借対照表の「負債」あるいは「損失（資産のマイナス）」の
欄に計上します。 

県の場合、引当⾦は投資損失引当⾦、徴収不能引当⾦、退職手当引当⾦、損失補償等引当
⾦、賞与等引当⾦の５種類があります。 

費用  
⾏政コスト計算書の「費用」に計上 

資産額  
貸借対照表の
「資産」に計上 

耐用年数が過ぎた建物は資産の残存価額は
なくなり、備忘価額１円となります。 
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（２）行政コスト計算書（ＰＬ） 

行政コスト計算書とは、民間企業会計の「損益計算書」にあたるもので、４月１日から翌

年３月３１日までの１年間の行政活動のうち、福祉サービスや道路の維持修繕費といった資

産形成に結びつかない行政サービスに係る経費と、その行政サービスの直接の対価として得

られた財源を対比させた財務書類です。 

「経常費用」（資産形成に結びつかない行政サービスに係る経費）と「経常収益」（その行

政サービスの直接の対価として得られた財源）から成り、これらを差し引きしたものが、「純

行政コスト」になります。 

純経常行政コストは 3,070億円であり、職員給与や賞与等引当金繰入額などの人件費が 910

億円、市町村などへの補助金や社会保障関係費などの移転支出コストが 1,145 億円となって

います。 

 

（単位：億円）

金額 構成比
【経常費用】（A） ａ＋ｂ 3,169 100.0%

１　業務費用（ａ） 2,025 63.9%
（１）人件費 910 28.7%

①職員給与費 739 23.3%
②賞与等引当金繰入額 63 2.0%
③退職手当引当金繰入額 67 2.1%
④その他 40 1.3%

（２）物件費等 956 30.2%
①物件費 399 12.6%
②維持補修費 213 6.7%
③減価償却費 343 10.8%

（３）その他の業務費用 159 5.0%
①支払利息 40 1.3%
②徴収不能引当金繰入額 0 0.0%
③その他 118 3.7%

２　移転費用（ｂ） 1,145 36.1%
（１）補助金等 1,061 33.5%
（２）社会保障給付 29 0.9%
（３）他会計繰出金 30 0.9%
（４）その他 24 0.8%

【経常収益】（B） 99
１　使用料及び手数料 40
２　その他 59

純経常行政コスト（C）　A-B 3,070
【臨時損失】（D） 39
１　災害復旧事業費 24
２　資産除売却損 2
３　投資損失引当金繰入額 7
４　損失補償等引当金繰入額 2
５　その他 2
【臨時利益】（E） 11
１　資産売却益 6
２　その他 5

純行政コスト　C+D-E 3,098
※項目毎に四捨五入しているため、合計とは一致しないことがあります。

Ｒ2
科目

退職⼿当引当⾦繰⼊額  
将来、職員が退職するときに支払われ
る退職⾦のうち、当年度に発生した
（負担すべき）⾦額 

減価償却費  
土地等を除く各固定資産の耐用年数に
基づき算出された１年間の資産価値の
減少額 
(前ページに解説あり) 

移転費用  
・県⺠に対する給付や市町村など他団体

への補助等 
・社会保障関係費の多くは補助⾦や負担

⾦として市町村等に支払われるため、
補助⾦等に計上 

純⾏政コスト  
県税や地方交付税、国からの補助⾦な
ど、受益者負担以外の財源で負担する
コスト 
（純資産変動計算書の純⾏政コストの

⾦額と一致する。） 
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（３）純資産変動計算書（ＮＷ） 

純資産変動計算書は、貸借対照表の「純資産」に計上されている各数値が、１年間でどの

ように変動したかを表す計算書です。 

また、純資産は、「固定資産等形成分」及び「余剰分（不足分）」に分類され、純資産がモノ

として残っているのか、金銭として残っているのかを表しています。 

鳥取県においては、税収などの財源と比べて純行政コストが大きい状態が続いていました

が、令和２年度は地方交付税や新型コロナウイルス関連の交付金の増加により、純資産は前

年度末と比較して 160 億円増の 1,642 億円となりました。 

なお、余剰分（不足分）の金額がマイナスとなっているのは、負債（地方債発行など）によ

り固定資産等が形成されていることを表しています。 

 

 

 

（単位：億円）

固定資産等
形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高（Ａ） 1,482 8,675 ▲ 7,193
純行政コスト（ａ） ▲ 3,098 ▲ 3,098
財源（ｂ） 3,241 3,241

税収等 2,290 2,290
国県等補助金 951 951

本年度差額（Ｂ）　ａ＋ｂ 142 142
34 ▲ 34

有形固定資産等の増加 322 ▲ 322
有形固定資産等の減少 ▲ 346 346
貸付金・基金等の増加 184 ▲ 184
貸付金・基金等の減少 ▲ 126 126

資産評価差額（ｄ） 1 1
無償所管換等（ｅ） 17 17
その他（ｆ） ▲ 0 ▲ 0 0

160 52 108
本年度末純資産残高　Ａ＋Ｃ 1,642 8,727 ▲ 7,085

※項目毎に四捨五入しているため、合計とは一致しないことがあります。

合計科目

本年度純資産変動額（Ｃ）　Ｂ＋ｃ＋ｄ＋ｅ+ｆ

固定資産等の変動（内部変動）（ｃ）

【貸借対照表と⾏政コスト計算書の違い】 
・貸借対照表 … 期末時点の財産の状況（ストック情報）を表す 
・⾏政コスト計算書 … 期中の損益の状況（フロー情報）を表す 

 
 ⇒ダムに例えると・・・ 
  ・ダムに溜まっている⽔量がストック 
  ・ダムから流入・流出する⽔量がフロー 
 
 
 

⇒共に借方科目である資産（貸借対照表）と費用（⾏政コスト計算書）ですが、資産は
「翌年度以降に費用になるもの」、費用は「当該年度に費用になるもの」です。 
土地等の非償却資産といった例外を除き、「いずれ費用になる」という点で共通します。 

ストック フロー（収益） 

フロー（費用） 

固定資産等形成分  
資産形成に充てた財産、固定資産等の
形で保有しているもの 

余剰分（不⾜分）  
地方公共団体が使うことができる資源
をいい、⾦銭の形で保有しているもの 
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（４）資金収支計算書（ＣＦ） 

資金収支計算書は、民間企業会計のキャッシュフロー計算書にあたるもので、貸借対照表

の資産の部に計上されている現金預金が、１年間でどのように変動したかを表す計算書です。 

「業務活動収支」、「投資活動収支」、「財務活動収支」の３つの区分に分けて表示されます。 

鳥取県では、業務活動収支で 41 億円、投資活動収支が 38 億円、財務活動収支が 14 億円の

プラスとなっており、地方交付税や新型コロナウイルス関連の交付金の増加により、以前の

業務収入の不足を基金の取崩し等と借金で賄っていた状態から改善傾向となっています。 

 

 

業務活動収⽀  
業務活動に伴い、継続的に発生する資
⾦収支 

貸借対照表の現⾦預⾦と一致します。 

投資活動収⽀  
道路や建物等の固定資産の取得や処分
に伴う資⾦収支 

財務活動収⽀  
地方債の発⾏や償還に係る資⾦収支 

（単位：億円）

金額
【業務活動収支】

１　業務支出（ａ） 2,848
（１）業務費用支出 1,703

①人件費支出 932
②物件費等支出 613
③支払利息支出 40
④その他の支出 117

（２）移転費用支出 1,145
①補助金等支出 1,062
②社会保障給付支出 29
③他会計への繰出支出 30
④その他の支出 24

２　業務収入（ｂ） 2,898
（１）税収等収入 2,279
（２）国県等補助金収入 521
（３）使用料及び手数料収入 40
（４）その他の収入 58

３　臨時支出（ｃ） 24
（１）災害復旧事業費支出 24
（２）その他の支出 0

４　臨時収入（ｄ） 15
41

【投資活動収支】
１　投資活動支出（ｅ） 502

（１）公共施設等整備支出 322
（２）基金積立金支出 155
（３）投資及び出資金支出 3
（４）貸付金支出 22

２　投資活動収入（ｆ） 540
（１）国県等補助金収入 415
（２）基金取崩収入 90
（３）貸付金元金回収収入 22
（４）資産売却収入 6
（５）その他の収入 8

投資活動収支（Ｂ）　ｆ－ｅ 38
【財務活動収支】

１　財務活動支出（ｇ） 739
（１）地方債償還支出 739
（２）その他の支出 0

２　財務活動収入（ｈ） 754
（１）地方債発行収入 754

財務活動収支（Ｃ）　ｈ－ｇ 14

科目

業務活動収支（Ａ）　ｂ＋ｄ－ａ－ｃ

金額
93
50

142
10

▲ 1
9

151
※項目毎に四捨五入しているため、合計とは一致しないことがあります。

科目

本年度末現金預金残高　Ｆ＋Ｉ

本年度末歳計外現金残高（Ｉ）　Ｇ＋Ｈ

本年度歳計外現金増減額（Ｈ）
前年度末歳計外現金残高（Ｇ）
本年度末資金残高（Ｆ）　Ｄ＋Ｅ
前年度末資金残高（Ｅ）
本年度資金収支額（Ｄ）　Ａ＋Ｂ＋Ｃ
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５ 一般会計等財務諸表に基づく各指標 

（１）純資産比率 

純資産の変動は、将来世代と現世代との間で負担の割合が変動したことを意味します。例

えば純資産の増加は、現世代が自らの負担によって将来世代も利用可能な資源を蓄積したこ

とを意味すると捉えることもできます。そのため、純資産による形成比率を算定するこの比

率が高いほど少ない負債で資産形成を進めてきたことを意味し、将来世代の負担が少ないと

いえます。

 

 

（２）有形固定資産減価償却率（資産老朽化比率） 

有形固定資産のうち、償却資産の取得価額等に対する減価償却累計額の割合を算出するこ

とにより、耐用年数に対して資産の取得からどの程度経過しているのかを全体として把握す

ることができます。この比率が高いほど減価償却が進んでいることを意味し、老朽化が進ん

でいるといえます。 

 

 

 

 

（３）社会資本等形成の世代間負担比率 

社会資本等形成の世代間負担比率は、固定資産合計額に対して将来の償還等が必要な負債

がどの程度かを算出することにより、社会資本等形成に係る将来世代の負担の比重を把握す

ることができます。この比率が高いほど将来世代の負担が大きいことを表しています。 

※ 地方債残高のうち、臨時財政特例債、減税補填債、臨時税収補填債、臨時財政対策

債、減収補填債特例分の残高は除きます。 

（４）受益者負担比率 

行政コスト計算書における経常収益は、使用料・手数料など行政サービスに係る受益者負

担の金額であり、これを経常費用と比較することにより、行政サービスの提供に対する受益

者負担の割合を算出することができます。 

 

純資産額       1,642 億円 

資産合計額     8,885 億円 
× 100 ＝ 18.5％ 

減価償却累計額    1 兆 9,738 億円 

償却資産の取得価額 2 兆 5,447 億円 
× 100 ＝ 77.6％ 

経常収益           99 億円 

経常費用        3,169 億円 
× 100 ＝ 3.1％ 

地方債残高    3,552 億円 

有形・無形固定資産合計  7,201 億円 
× 100 ＝ 49.3％ 


